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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年4月16日(2020.4.16)

【公開番号】特開2018-148155(P2018-148155A)
【公開日】平成30年9月20日(2018.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-036
【出願番号】特願2017-44645(P2017-44645)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  23/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/14     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/15     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   23/04     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   23/08     　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   23/08     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   23/14     　　　Ｓ
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   Ｈ０５Ｋ    1/02     　　　Ｃ
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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月3日(2020.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面及び側面を有する凹部が設けられた支持部材と、
　基板を有し、前記基板の主面が前記凹部に対向するように前記支持部材に固定されたデ
バイスユニットと、を備え、
　前記凹部の開口幅は、前記主面に対して前記凹部の底の側において前記デバイスユニッ
トの幅よりも狭く、前記主面に対して前記凹部の底とは反対側において前記デバイスユニ
ットの前記幅よりも広く、
　前記基板の前記主面に垂直な方向において、前記基板の端面が前記凹部の前記側面に重
なっており、
　前記基板の前記主面には光電変換素子が配置されている
　ことを特徴とする電子部品。
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【請求項２】
　前記側面は前記基板の前記主面に対して傾斜した傾斜面を有し、前記底面は前記主面に
沿っており、前記傾斜面は前記底面に対して傾斜しており、前記基板の前記主面に垂直な
方向において、前記基板の前記端面が前記凹部の前記傾斜面に重なっている
　ことを特徴とする請求項１記載の電子部品。
【請求項３】
　前記デバイスユニットのうちの前記主面と前記端面の境界領域が、前記凹部の前記傾斜
面に接している
　ことを特徴とする請求項２記載の電子部品。
【請求項４】
　前記境界領域が前記主面及び前記端面に対して傾斜している
　ことを特徴とする請求項３記載の電子部品。
【請求項５】
　前記支持部材は、前記凹部の前記側面に設けられた第１の配線層を有し、
　前記デバイスユニットは、前記デバイスユニットのうちの前記主面と前記端面の境界領
域に配された第２の配線層を有し、
　前記側面の上において前記第１の配線層と前記第２の配線層とが電気的に接続されてい
る
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項６】
　前記第２の配線層は、前記支持部材の前記凹部の外の面に延在している
　ことを特徴とする請求項５記載の電子部品。
【請求項７】
　前記デバイスユニットは、前記凹部とは反対側に、外部接続端子を有する
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項８】
　前記デバイスユニットは、半導体基板と、前記半導体基板を搭載した実装基板とを含み
、前記実装基板が前記主面及び前記端面を有する
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項９】
　前記凹部は、前記デバイスユニットによって塞がれている
　ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１０】
　前記デバイスユニットは、前記主面とは反対側において前記支持部材よりも突出してい
る
　ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１１】
　底面及び側面を有する凹部が設けられた支持部材と、
　基板を有し、前記基板の主面が前記凹部の前記底面に沿うように前記支持部材に固定さ
れたデバイスユニットと、
　前記デバイスユニットの端面と前記凹部の前記側面との間に設けられた樹脂部材と、を
備え、
　前記凹部の開口幅は、前記主面に対して前記凹部の底の側において前記デバイスユニッ
トの幅よりも狭く、前記主面に対して前記凹部の底とは反対側において前記デバイスユニ
ットの前記幅よりも広く、
　前記デバイスユニットと前記凹部の前記底面との間に空隙が設けられており、
　前記樹脂部材は、前記デバイスユニットの前記主面と前記底面との間に延在していない
　ことを特徴とする電子部品。
【請求項１２】
　前記デバイスユニットのうちの前記主面と前記端面の境界領域が、前記凹部の前記側面
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に接している
　ことを特徴とする請求項１１記載の電子部品。
【請求項１３】
　前記境界領域が前記主面及び前記端面に対して傾斜している
　ことを特徴とする請求項１２記載の電子部品。
【請求項１４】
　前記支持部材は、前記凹部の前記側面に設けられた第１の配線層を有し、
　前記デバイスユニットは、前記デバイスユニットのうちの前記主面と前記端面の境界領
域に配された第２の配線層を有し、
　前記側面の上において前記第１の配線層と前記第２の配線層とが電気的に接続されてい
る
　ことを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１５】
　前記第２の配線層は、前記支持部材の前記凹部の外の面に延在している
　ことを特徴とする請求項１４記載の電子部品。
【請求項１６】
　前記デバイスユニットは、前記凹部とは反対側に、外部接続端子を有する
　ことを特徴とする請求項１１乃至１５のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１７】
　前記デバイスユニットは、半導体基板と、前記半導体基板を搭載した実装基板とを含み
、前記実装基板が前記主面及び前記端面を有する
　ことを特徴とする請求項１１乃至１６のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１８】
　前記デバイスユニットは、前記主面とは反対側において前記支持部材よりも突出してい
る
　ことを特徴とする請求項１１乃至１７のいずれか１項に記載の電子部品。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか１項に記載の電子部品と、
　前記電子部品が実装された回路部品と
　を備えることを特徴とする機器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の一観点によれば、底面及び側面を有する凹部が設けられた支持部材と、基板を
有し、前記基板の主面が前記凹部に対向するように前記支持部材に固定されたデバイスユ
ニットと、を備え、前記凹部の開口幅は、前記主面に対して前記凹部の底の側において前
記デバイスユニットの幅よりも狭く、前記主面に対して前記凹部の底とは反対側において
前記デバイスユニットの前記幅よりも広く、前記基板の前記主面に垂直な方向において、
前記基板の端面が前記凹部の前記側面に重なっており、前記基板の前記主面には光電変換
素子が配置されている電子部品が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　つまり、デバイスユニット１０の第１主面１０Ａと底面ＢＴＭとの間のギャップＧは、
デバイスユニット１０の幅Ｘと、凹部２２の開口幅Ｙ１と、傾斜角θ１とによって一律に
決定される。したがって、例えば複数の凹部２２が設けられた支持部材２０の各凹部２２
にデバイスユニット１０を１つずつ配置するような場合においても、デバイスユニット１
０と凹部２２との間のギャップＧを均等にすることが可能となる。
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